
平塚市の福祉避難所について 

 

✍ 福祉避難所とは・・・ 

介護の必要な高齢者や障がい者など、避難所では生活に支障をきたす人のために必要に応じて開

設する。心身のケアを行うほか、こうした避難者（以下「要支援者」）に配慮した手すりや仮設ス

ロープなどバリアフリー化が図られた避難所のこと。 

 

平塚市では、平塚栗原ホーム、福祉会館（南部、西部）、余熱利用施設、県立平塚ろう学校、県

立平塚盲学校、県立湘南支援学校、県立平塚支援学校の８施設と協定を結び、福祉避難所として指

定しています。 

また、福祉避難所の収容能力を超えた避難者が発生した場合、市と「災害時等における要援護高

齢者の緊急受入に関する協定書」を結んだ福祉施設等が二次的避難施設として避難者を受け入れる

ことになっています。 

👉 福祉避難所の対象者  

対象者は、「入院を必要とするまでもないものの福祉用具や投薬等があっても避難所で生活する

ことが困難な避難者」となります。 

・高齢者 ・障がいのある者 ・医療的ケア児者 等 

👉 発災時の福祉避難所開設・運営の一連の流れ  ※詳しくは裏面参照 

① 発災後、施設の被害状況等を確認し、避難施設としての利用の可否を市役所へ報告 

② 市役所からの福祉避難所開設依頼を確認後、開設準備を開始 

③ 市役所の職員を受け入れ、連携して福祉避難所を運営 

④ 福祉避難所の閉鎖後は、要した経費等を市役所へ報告 

👉 平常時の福祉避難所としての主な活動  

〇 平塚市が主催する訓練、研修会へ参加 （年２、３回程）  

 Ｒ５年の開設運営訓練の様子 

 

〇 各施設にて訓練・研修を実施 

〇 マニュアルの整備（マニュアル雛型 有） 

以 上   

担当 災害対策課   

 

 



 



災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定 

 

 平塚市（以下「甲」という。）と〇〇〇（以下「乙」という。）は、平塚市内に地震、風水害その他の災

害が発生した場合（以下「災害発生時」という。）における入院を必要とするまでもないものの福祉用具、

投薬等があっても避難所で生活することが困難な避難者（以下「要配慮者等」という。）を受け入れるため

の福祉避難所の設置及び運営等について、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的）  

第１条 この協定は、災害発生時、乙の運営する次に掲げる施設内において、福祉避難所を設置し、かつ、

要配慮者等を当該福祉避難所に避難させることにより、要配慮者等が日常生活に支障なく避難生活を送

ることができることを目的とする。 

施設名              所在地               

（管理運営）  

第２条 災害発生時における福祉避難所の管理運営については、細則で定めるものとする。 

（管理運営の期間）  

第３条 甲が乙に緊急受入を依頼できる期間は、災害発生時から３０日以内とする。ただし、被災状況に応

じ、甲乙協議の上延期することができるものとする。 

（費用等）  

第４条 福祉避難所の管理運営に要した費用の支払等については、細則で定めるものとする。 

（協力体制）  

第５条 乙は、福祉避難所の管理運営に要する人員及び物資等に不足を生じると判断した場合は、速やか

に、甲にその旨を連絡するものとする。 

２ 甲は、前項の規定による連絡を受けた場合は、速やかに、人員及び物資等の確保に努めることとす

る。この場合において、乙は、甲からの協力依頼を受けた場合は、当該協力要請に応えるものとする。 

（要配慮者等の受入れ等）  

第６条 甲は、福祉避難所での避難生活が必要であると判断した要配慮者等について、次に掲げる事項を

明らかにした書面を乙に提出するものとする。乙はこれを受け入れるものとする。ただし、緊急を要す

る場合は、口頭により緊急受入を要請し、後日文書を送付するものとする。 

（１） 要配慮者等の氏名、住所、心身の状況、連絡先等 

（２） 要配慮者等の身元引受人の氏名、連絡先等 

（３） 受入要請期間 

（守秘義務）  

第７条 甲及び乙は、福祉避難所の管理運営に当たり業務上知り得た要配慮者等又はその家族等の固有の

情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

２ 個人情報の取扱いについては、別に定める個人情報取扱特記事項の規定を遵守しなければならない。 

（権利義務の譲渡等の制限） 

第８条 乙は、この協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を

担保に供してはならない。 

（関係書類の保管） 

第９条 乙は、この協定に関する書類等を事業所に整備するほか、事業実施後５年間はこれを保管しなけれ

ばならない。 

（協定の解除） 

第１０条 甲は、乙がこの協定の内容を履行せず、又はこの協定に違反した場合は、これを解除できるもの



とする。 

２ 乙は、甲がこの協定の内容を履行せず、又は著しく違反した場合は、この協定の内容の全部又は一部の

停止を甲へ申し出ることができる。 

（協定締結期間）  

第１１条 この協定の締結期間は、協定締結後１年間とし、甲乙いずれかにより異議の申立てがない限り、

毎年自動更新されるものとする。ただし、指定管理者の指定期間を超えて更新することはできない。 

（疑義の解決）  

第１２条 この協定に定める事項及びこの協定に関して疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、解決に努める

ものとする。  

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有するものとす

る。 

 

 

令和 年（２０２ 年）４月１日  

 

甲 平塚市浅間町９番１号 

           平塚市 

           市長 落合 克宏 

 

乙  

              

            

 

 

 


